
 

2019 年 12 月 26 日 

各  位 

 

株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

2019 年 12 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり株主優待制度の変更について決

議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．変更理由    

 当社は年２回、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、中長期的に当社株式を保

有していただくことを目的として株主優待制度を実施してまいりました。今般、適切な株主

還元のあり方について慎重に検討を重ねた結果、以下のとおり、株主優待制度の内容を変更

させていただくこととしました。 

 

 

２．変更の内容 

（１）優待制度対象の株主様 

 【旧】 

  毎年２月末日又は８月 31日を基準日とした当社株主名簿に記載又は記録された、１単元

（100 株）以上の当社株式を保有されている株主様を対象といたします。 

 【新】  

  毎年２月末日及び８月 31日を基準日とした当社株主名簿に記載又は記録された、１単元

（100 株）以上の当社株式を半年以上継続保有されている株主様を対象といたします。 

  ※「半年以上継続保有」とは、２月末日及び８月 31日を基準日とした株主名簿に同一株

主番号で２回以上連続して記載又は記録されていることといたします。 

 

（２）優待の内容 

  株主優待の内容や贈呈の時期につきましては、変更ありません。 

 

３.適用開始時期 

  2020 年８月 31 日を基準日とする、上記対象の株主様に対して、基準日時点で保有する

株式数に応じて株主優待品をお送りいたします。 
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